
 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県原爆被爆者介護保険利用助成事業 

（原爆 81）における請求方法について 
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岡山県子ども・福祉部福祉企画課 

岡山県国民健康保険団体連合会 

 

 

 

 

 

 

 



１  はじめに  

 岡山県が実施しております原爆被爆者介護保険利用助成事業（以下「原爆助成」とい

う。）については、国保連合会が審査支払を行っておりますが、請求方法や留意事項等

を以下のとおりとさせていただいておりますので、ご理解・ご協力をお願いします。  

 

２  原爆公費の給付の範囲  

下記一覧の「原爆助成」欄に○印のあるものが、原爆助成の適用となります。  

原爆公費適用サービス内容  

サービス
コード  
（種類）  

原爆一般  

１９  

原爆助成  

８１  

訪問介護          （所得税非課税の方のみ）※１  １１   ○  

介護予防訪問介護   （所得税非課税の方のみ）※１、※２  ６１   ○  

訪問型サービス（みなし）（所得税非課税の方のみ）※１  Ａ１   ○  

訪問型サービス（独自）  （所得税非課税の方のみ）※１  Ａ２   ○  

訪問看護  １３  ○   

介護予防訪問看護  ６３  ○   

訪問リハビリテーション  １４  ○   

介護予防訪問リハビリテーション  ６４  ○   

通所介護  １５   ○  

介護予防通所介護   ※２  ６５   ○  

地域密着型通所介護  ７８   〇  

通所型サービス（みなし）  Ａ５   ○  

通所型サービス（独自）  Ａ６   ○  

通所リハビリテーション  １６  ○   

介護予防通所リハビリテーション  ６６  ○   

居宅療養管理指導  ３１  ○   

介護予防居宅療養管理指導  ３４  ○   

認知症対応型通所介護  ７２   ○  

介護予防認知症対応型通所介護  ７４   ○  

小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）  ７３   ○  

小規模多機能型居宅介護（短期利用）  ６８   ○  

介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）  ７５   ○  

介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）  ６９   ○  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ７６   ○  

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外）  ７７   ○  

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期利用）  ７９   ○  

認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）  ３２   ○  

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）  ３７   ○  

認知症対応型共同生活介護（短期利用）  ３８   ○  

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）  ３９   ○  

短期入所生活介護  ２１   ○  

介護予防短期入所生活介護  ２４   ○  

短期入所療養介護（介護老人保健施設）  ２２  ○   

介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）  ２５  ○   

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）  ２３  ○   

介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）  ２６  ○   

介護老人福祉施設  ５１   ○  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ５４   ○  



介護保健施設  ５２  ○    

介護療養施設  ５３  ○   

介護医療院  ５５  ○   

短期入所療養介護（医療院）  ２Ａ  ○   

介護予防短期入所療養介護（医療院）  ２Ｂ  ○   

※１  訪問介護、予防訪問介護及び訪問型サービス（みなし・独自）については低所得者に限られ、訪問介

護利用被爆者助成受給者証（※事前の申請が必要です）を所持する方が該当します。  

   なお、市が独自に実施している利用料減免の減額認定証をお持ちの方も同様に、原爆助成が優先さ

れます。  

※２  介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、平成３０年３月利用分まで適用となります。  

※３  介護保険における上記サービスのうち、自己負担相当額について公費負担します（※食費・居住費

は含まれません）。  

 

 

３  現物給付の範囲・条件  

 介護給付費本体が現物給付化されるサービスで、下記の条件を全て満たす場合です。 

①現に岡山県知事が発行した被爆者健康手帳を所持していること  
 

原爆助成  公費負担者番号  ：  ８１３３６０１８  

 

   ※被爆者健康手帳に記載のある「１９３３６０１５」は、一般疾病医療費に準じ

た医療系サービスの公費負担者番号です。福祉系サービスは「８１３３６０１

８」が公費負担者番号となり、上２桁下１桁が異なりますのでご注意ください。 

②県内の市町村保険者であること  

③県内のサービス事業所を利用すること  

 

 

４  償還払い又は公費対象外となるケース  

下記に相当する場合は岡山県からの公費負担対象外、あるいは償還扱いとし、国保

連合会での現物給付の対象外となりますので、ご留意ください。  

①県内在住であるが、介護保険者が県外の市区町村である場合（介護保険の住所地特例）  

②岡山県内のサービス事業所が他県の被爆者にサービスを提供した場合  

③他県のサービス事業所が岡山県内の被爆者にサービスを提供した場合  

④岡山県内に住む他県被爆者健康手帳保持者  

⑤県内に転入した被爆者が岡山県の被爆者健康手帳の交付を受けるまで  

 

 

 

５  その他  

・原爆助成の請求は、一般分と併せて毎月１０日までに国保連合会あて請求してくだ

さい。  

・請求書等への記載は、通常の公費の請求方法と同様です。  

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

審査支払等でご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。  

〒700-8568 岡山市北区桑田町１７－５  

岡山県国民健康保険団体連合会  介護保険課  

TEL 086－223－8876（介護保険班直通）、086－223－9101（代表）

FAX 086－223－9109 


